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   バス送迎に当たっての安全管理の徹底に関する緊急対策に準じたスクールバス 

利用に関する取組について（通知） 

このことについて、別添写しのとおり文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社

会学習・安全課から通知がありました。 

この度、静岡県牧之原市において発生した、認定こども園の送迎バスに子どもが置き去

りにされ、亡くなるという大変痛ましい事案を受け、政府において別添１のとおりバス送

迎に当たっての安全管理の徹底に関する緊急対策「こどものバス送迎・安全徹底プラン」

を取りまとめました。 

ついては、下記の点に留意の上、安全管理を徹底するようお願いします。 

記 

１ 各学校で利用されているスクールバスに関しても、今回のプランや別添２の「こども

のバス送迎・安全徹底マニュアル」を参考にしていただき、安全管理に遺漏のないよう

適切に取り組むこと。 

２ 送迎用バスへの安全装置の装備の義務付けについては、今のところ幼稚園及び特別支

援学校を対象とする予定ですが、降車時等に点呼等により児童等の所在を確認すること

については、小学校、中学校、高等学校等も含めて義務付けられますので、所在確認を

徹底すること。 
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